
四日市市職員宿日直手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和７年１２月２６日 

四日市市長  森  智 広     

 

四日市市規則第１０７号 

四日市市職員宿日直手当支給規則の一部を改正する規則 

 四日市市職員宿日直手当支給規則（昭和３６年四日市市規則第１５号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 

別表（第３条関係） 

 種類 区分 金額  

 宿日直手当 一般 一夜につき 

１日につき 

５時間未満につき 

６，４００円 

６，４００円 

３，２００円 

 

  

  

 食肉センター及び食

肉市場に勤務する職

員 

一夜につき 

１日につき 

５時間未満につき 

６，４００円 

７，７００円 

３，８５０円 

 

  

  

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第３条関係） 

 種類 区分 金額  

 宿日直手当 一般 一夜につき 

１日につき 

５時間未満につき 

６，１００円 

６，１００円 

３，０５０円 

 

  

  

 食肉センター及び食

肉市場に勤務する職

員 

一夜につき 

１日につき 

５時間未満につき 

６，１００円 

７，２００円 

３，６００円 

 

  

  

備考 （略） 

 

   附 則 



 この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市職員宿日直手当支給規則の規

定は、令和７年４月１日から適用する。 

（総務部人事課） 


